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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】令和4年1月4日(2022.1.4)
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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月19日(2021.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インクジェット印刷プロセスによるセラミック成形部品の製造のための、液体媒体中に
懸濁した酸化ジルコニウムを含有するスリップの使用であって、該スリップは、６８～８
８重量％、好ましくは７０～８６重量％、そして特に好ましくは７５～８５重量％の酸化
ジルコニウム含量を有し、該スリップは、該スリップの総質量に対して、３重量％以下、
好ましくは２重量％以下、そして特に好ましくは１重量％以下の有機成分を含有し、該ス
リップ中の該酸化ジルコニウムは、粒子の体積に対するｄ５０値として測定される場合に
、５０～２５０ｎｍの粒子サイズを示し、該スリップは、０．１～１０００ｓ－１の剪断
速度および２５℃の温度で測定して、５～１０００ｍＰａｓの粘度を有する、使用。
【請求項２】
　前記スリップ中の前記酸化ジルコニウムが、粒子の体積に対するｄ５０値として測定さ
れる場合に、６０～２５０ｎｍ、そして好ましくは８０～２５０ｎｍの粒子サイズを有す
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る、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記酸化ジルコニウムが、Ｙ２Ｏ３、Ｌａ２Ｏ３、ＣｅＯ２、ＭｇＯおよび／またはＣ
ａＯで安定化されており、そして特に、前記酸化ジルコニウム含量に対して２～１４ｍｏ
ｌ％、好ましくは２～１０ｍｏｌ％、そして特に好ましくは２～８ｍｏｌ％の、これらの
酸化物で安定化されている、請求項１または２に記載の使用。
【請求項４】
　前記液体媒体が水を含有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５】
　前記スリップが、前記スリップの総質量に対して、０．０５～３重量％、特に０．１～
３重量％、好ましくは０．１～２重量％、そして特に好ましくは０．１～１重量％の量の
有機成分を含有する、請求項１～４のいずれか１項に記載の使用。
【請求項６】
　前記液体媒体が、アミノアルコール、グリコール、カルボン酸およびカルボン酸塩から
選択される少なくとも１つの化合物、好ましくは、エタノールアミン、エチレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、クエン酸およびクエン酸塩から選択される少なくとも１つ
の化合物を含有する、請求項１～５のいずれか１項に記載の使用。
【請求項７】
　前記スリップが、０．１～１０００ｓ－１の剪断速度および２５℃の温度で測定して、
５～５００ｍＰａｓ、そして好ましくは５～２５０ｍＰａｓの粘度を有する、請求項１～
６のいずれか１項に記載の使用。
【請求項８】
　前記スリップが、異なる組成を有する酸化ジルコニウム粉末の混合物を含有する、請求
項１～７のいずれか１項に記載の使用。
【請求項９】
　前記セラミック成形部品が、歯科用修復物、好ましくは、インレー、アンレー、前装、
クラウン、ブリッジ、フレーム枠、インプラント、シェルまたは支台である、請求項１～
８のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１０】
　セラミック構成要素の製造のためのプロセスであって、該プロセスにおいて、
　（ｉ）　請求項１～８のいずれか１項に定義される組成を有するスリップが、所望の成
分の幾何学的形状に層状に成形され、個々の層がそれぞれ、好ましくは、印刷後に乾燥さ
せられ、
　（ｉｉ）　次いで、このように得られた未焼成体が、必要に応じて乾燥させられ、そし
て
　（ｉｉｉ）　次いで、該未焼成体が焼成され、
ここで工程（ｉ）の該未焼成体の層状構築が、層状インクジェット印刷プロセスによって
行われる、
プロセス。
【請求項１１】
　工程（ｉ）において形成された前記未焼成体が、工程（ｉｉ）において、１０～１００
℃、好ましくは２０～８０℃、そして特に好ましくは２０～６０℃の温度で乾燥させられ
る、請求項１０に記載のプロセス。
【請求項１２】
　前記未焼成体が、３．３～４．０ｇ／ｃｍ３、特に３．３５～３．９ｇ／ｃｍ３、そし
て好ましくは３．４～３．９ｇ／ｃｍ３の密度、
および／または
　０．０８～０．１４ｃｍ３／ｇ、特に０．０８～０．１２ｃｍ３／ｇ、そして好ましく
は０．０８～０．１０ｃｍ３／ｇの細孔容積、
および／または
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　粒子の体積に対するｄ５０値として測定して、０．０２～０．１２μｍ、特に０．０３
～０．１０μｍ、そして好ましくは０．０４～０．０８μｍの細孔直径
を有する、請求項１０または１１に記載のプロセス。
【請求項１３】
　前記未焼成体が、１２００～１６００℃、特に１３００～１５５０℃、そして好ましく
は１３５０～１５００℃の焼成温度で緻密焼成される、請求項１０～１２のいずれか１項
に記載のプロセス。
【請求項１４】
　前記未焼成体を室温から前記焼成温度まで加熱し、該焼成温度で保持し、そして最終温
度まで冷却する期間が、６時間以下、好ましくは４時間以下、そして特に好ましくは２時
間以下である、請求項１３に記載のプロセス。
【請求項１５】
　（ａ）　前記未焼成体が、温度Ｔ１まで加熱され、
　（ｂ）　必要に応じて、温度Ｔ２までさらに加熱され、そして該温度Ｔ２で保持および
焼成され、そして
　（ｃ）　温度Ｔ３まで冷却され、
ここで該温度Ｔ１は、該温度Ｔ２よりも、０～５００Ｋ、特に１０～２５０Ｋ、好ましく
は２５～２００Ｋ、そして特に好ましくは５０～１００Ｋ低く、そして工程（ａ）は、工
程（ｂ）より低い圧力で行われる、
請求項１３または１４に記載のプロセス。
【請求項１６】
　前記セラミック構成要素が、歯科用修復物、好ましくは、インレー、アンレー、前装、
クラウン、ブリッジ、フレーム枠、インプラント、シェルまたは支台である、請求項１０
～１５のいずれか１項に記載のプロセス。
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